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第１ 目的 

この要綱は、病院が実施する医師及び看護職員の勤務環境を改善し、離職防止と定着を図

る取組及び職場を離れた医師等の再就業を支援する取組に対し、都が必要な経費を補助する

ことにより、都内医療体制の安定的な確保に資することを目的とする。 

また、救急医療体制の強化を図るため、都内の救急医療体制の中核を担う救急車年間受入

２,０００件以上の病院に対して、医師及び看護職員の勤務環境を改善し、離職防止、負担軽

減、復職、定着を図る取組に必要な経費を補助することにより、救急医療体制の安定的な確

保に資することを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

１ 本事業の実施主体は、都内の病院とする。ただし、国、独立行政法人、地方独立行政法

人及び都が設置する病院及びその他知事が定める病院を除く。 

２ 本事業の目的の達成のために必要があるときは、１に規定する病院は事業を委託するこ

とができる。 

 

第３ 補助事業 

   １ 病院勤務者勤務環境改善事業の補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 勤務環境改善及び再就業支援事業 

     ア 復職研修及び就労環境改善事業 

 ① 復職研修事業 

        個々の事情や、出産、育児等により離職せざるを得なかった医師及び看護職員

が不安なく再就業し定着できるよう、指導担当者のもとで実施する復職研修事業 

 ② 就労環境改善事業 

         病院に勤務する医師及び看護職員の負担を軽減し、働きやすい環境を整備する

ことにより、離職防止と安定的な人材確保に資する事業 



 （例：短時間正職員制度の導入、交代制勤務の導入、当直・夜勤負担の軽減等） 

       イ 相談窓口事業 

       女性医師等の仕事と家庭の両立支援のための相談窓口を設置し、相談対応や情報提供を

実施する事業 

⑵ チーム医療推進の取組 

    各医療スタッフの専門性を発揮させ、医師及び医療関係職等との役割分担とチーム

医療推進に資する事業で次に掲げるもの。 

ア 医師の事務作業を補助する職員（医師事務作業補助者）及び看護補助者の配置に伴

う研修の実施 

イ 助産師及び看護師の活用 

⑶ 勤務環境改善施設整備事業及び勤務環境改善設備整備事業 

ア 院内助産・助産師外来に必要な施設・設備の整備。ただし、単年度に限る。 

イ 休憩室・当直室の新築、増改築又は改修に係る施設・設備の整備。ただし、単年

度に限る。 

２ 救急医療体制強化事業の補助の対象となる事業は、1 の⑴及び⑵に規定する事業のう

ち、救急医療体制を確保するために必要な事業とし、病院勤務者勤務環境改善事業の加

算事業とする。 

 

第４ 補助事業の決定 

       補助事業は公募するものとし、当該公募に係る書類の審査等により補助事業を選定し決定する。 

 

第５ 補助金の額 

補助金の額は、当該年度の事業予算の範囲内で決定することとし、補助の対象とする事業

費の費目、補助の基準額、その他補助金の算定に必要な事項は別に定める。 

 

第６ その他 

   第１から第５に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。  

 

附 則（平成２１年３月１９日２０福保医人第２２２０号）  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年３月３１日２１福保医人第２３８３号）  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年１０月１８日２２福保医人第１３３９号）  

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２２年１０月１日から適用する。 

 



   附 則（平成２３年３月３１日２２福保医人第２５０８号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 

    附 則（平成２５年２月２８日２４福保医人第２２９４号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平成２６年３月３１日２５福保医人第２５３０号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平成３０年３月３０日２９福保医人第２９２０号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

   附 則（令和２年３月３０日３１福保医人第２９４１号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３年６月９日３福保医人第７６３号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

   附 則（令和４年７月７日４福保医人第９５４号） 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 

 

   附 則（令和６年１０月２３日６保医医人第１６８７号） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 


